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くみあいニュース 山口大学教職員組合（2020年３月６日 Friday） 

第 215号（2018 年度-第 23号）／電話：083-933-5034・メール：fuy-union@ma4.seikyou.ne.jp 

 

一斉休校対策として「出勤困難休暇適用」を決めた大学も 
 

今回の新型コロナウィルス感染症（COVID-19）での安倍首相独断による「全国小中高校一斉休校要請」によ

り、子を抱える教職員の出勤困難が予想されることから、各大学でも様々な対応がとられ始めています。 

組合が入手した情報によれば、電気通信大学で２月 28 日に「小学生３年生以下の子を持つ職員で、新型コ

ロナウイルス感染拡大を防ぐため、子が通う幼稚園、保育園、小学校が休園・休校となり、当該職員が子の面

倒を見る必要があり出勤が困難となる者は、特別休暇（出勤困難休暇）を申請してください。」との通知が出

されました。その後、人事院が３月１日に非常勤職員を含むすべての国家公務員へ有給による出勤困難休暇適

用を通知（３頁に掲載）したこともあり、電通大同様に非常勤職員を含めて子のための休暇を有給で保障する

大学が増えつつあります。また、ある大学では、附属学校の休校措置のため非常勤講師等が予定していた講義

ができなかった場合の対応について、組合と大学での協議が行われているとのことです。 

 

「子の世話のため」の特別休暇取得を可能とした大学の例（全教職員対象） 

 

山口大学での失効年休積立分使用は有給休暇ゼロが条件 

 

山口大学は２月 28日（金）午後に副学長通知（２頁に掲載）を発し、出勤困難となった場合は失

効年休積立分取り崩しで給与減とならないようにする、としています。しかし、この使用は年休残

日数ゼロが条件となっています。また、休暇措置とは別に臨時対応として吉田地区の学童保育早期

開設と宇部地区での臨時開設を決め、該当者から喜ばれています。しかし、それぞれ定員は３０名

であり、この措置でもカバーできなかった場合の対応が問われます。今後の状況によっては、他大学同様に有

給の特別休暇を保障することが必要と思われます。 

国会では連日、野党各党から政府の対応に対する質問・提言が続けられていますが、３月３日（火）の衆

議院予算委員会では萩生田文科大臣が小池議員の質問に「学校設置者の判断を尊重する」と答弁する等、全

国一斉休校を事実上撤回しています。山口大学でも附属学校・園の休校・園の是非について、現場教員・保

護者の声も聴いて今後の対応を見直すことが求められています。 

 

 

 

大学名 内  容 備  考 

電通大 出勤困難休暇（小３まで） ２月 28 日付け通知 

徳島大 特別休暇（子の世話のため等・必要な期間） ２月 28 日総務部長通知 

東京農工大 災害時休暇（人事院通知を踏まえてとのこと） ３月１日通知（裁量制は在宅勤務可） 

名古屋大 臨時休校に係る特別休暇（12 歳まで・最大 10 日） ３月２日総長通知 

京都大 臨時の特別休暇（子の看護休暇適用拡大･12 歳まで） ３月２日総長通知  

岐阜大 臨時休校にかかる特別休暇（最大 10 日） ３月２日学長裁定 

和歌山大 子の看護休暇等活用 ３月２日通知（子の同伴出勤可） 

全教職員配布 

☞ 東北医科薬科大学が「新型コロナ感染予防ハンドブック(略)」を WEB 公開しています 

～マスク･手洗い･換気,できることを続けることでリスクは減少します～ 
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令和２年２月２８日 

 

勤務時間監督者 各位 

 

 

副 学 長 

（人事労務担当） 

 

新型コロナウイルス感染症に関連する休暇等の取扱いについて（通知） 

 

 

新型コロナウイルス感染症に関連し，職員が所定勤務日に職務に従事しない場合の取扱 

いを下記のとおり通知します。 

なお，政府の方針，同感染症の拡大状況等を鑑み，本法人の取扱いを変更する場合は改 

めて通知します。 

 

 

記 

１．本法人の「新型コロナウイルス（COVID-19）に関する注意喚起について」に基づき，２週間 

自宅滞在し，職務に従事しない次の職員については，国立大学法人山口大学職員就業規則第

34 条第４号により，職務専念義務が免除されたものとする。勤務時間監督者にあっては，出

入国が分かるパスポートの写し，患者と濃厚接触したことが分かる書類等確認するための書類

の提出を求めること。 

① 中国から帰国又は入国した職員 

② 濃厚接触者（定義は，職務に従事しない期間における「新型コロナウイルスに対する本

学の方針について」による。） 

 

２．２月 27 日の政府要請により，養育する子が就学する学校が休校となった場合に，年次休暇の

残日数がない職員が職務に従事しないときは，国立大学法人山口大学職員の勤務時間，休暇等

に関する規則第 22 条第１項第３号等により，失効年休を請求することができるものとする。 

 

 

 

 

 

担当 人事課服務管理係 

                                                                中谷 5028 

 

新型コロナウイルス感染症 

対応通知（山口大学） 
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職職― １ ０ ４ 

令和２年３月１日 

〇〇〇〇〇〇〇〇  殿 

 

人事院事務総局職員福祉局長 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく 

困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて（通知） 
 

新型コロナウイルス感染症対策の基本方針（令和２年２月２５日新型コロナウイルス感染症対策本部決

定）及び令和２年２月２７日の新型コロナウイルス感染症対策本部において内閣総理大臣から出された小

学校、中学校、高等学校、特別支援学校の臨時休業の要請等を踏まえ、出勤することが著しく困難である

と認められる場合の休暇の取扱いについては、下記の事項に留意してください。 

 

記 

 

当分の間、職員が次に掲げる場合に該当するときは、人事院規則１５―１４（職員の勤務時間、休日及び

休暇）第２２条第１項第１７号の休暇（非常勤職員にあっては、人事院規則１５―１５（非常勤職員の勤務時

間及び休暇）第４条第１項第４号の休暇）に規定する出勤することが著しく困難であると認められる場合と取

り扱って差し支えない。 

 

１  新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令（令和２年

政令第２８号）第３条において準用する検疫法（昭和２６年法律第２０１号）第１６条第２項に規定する停

留の対象となった場合 

 

２  職員又はその親族に発熱等の風邪症状が見られることから、新型コロナウイルス感染症対策の基本

方針（令和２年２月２５日新型コロナウイルス感染症対策本部決定）等を踏まえ、勤務しないことがやむ

を得ないと認められる場合 

 

３  新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業その

他の事情により、子の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認めら

れる場合 

 

 

以  上 

 

新型コロナウイルス感染症 

対応通知（人事院） 
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組合の申し入れを受けて、大学側一部譲歩（経過措置等） 

～住宅手当・各種がん検診等相次ぐ負担増の軽減要求に対して～ 
 

 組合は昨年 12月 11日（水）に「住宅手当問題」、本年２月 21日（金）に「各種がん検診問

題」について、それぞれ大学の改定案への対案を提示した申し入れ（申入書は次頁に掲載）を

行 い、２月 26日（水）に学長名回答書が届きました。 

 回答によれば、「住宅手当」については、１年間の経過措置（2,000円を超える切り下げ分を

大学が負担する）を２年間に延長することとなりました。 

 「各種がん検診」については、任意受診料の全額個人負担分について２年間の経過措置を設

け、乳がん・子宮頸がんは当初の金額から減額した上で 1,000円未満の端数は大学負担とし、

肺がんリスク・前立腺がんは検診料を据え置くこととする、との回答となっています。なお、組合の求めて

いた「がん検診の有効性・リスク等についての教職員への講習会等機会の提供」についての対応としては当

面、産業医から組合へ説明の場を設けることで充てることとなりました。 

 

働く者の利益を守る「労働相談センター」 山口県下５箇所に設置 
～突然の減収等、労働問題でお困りの方がおられたら遠慮なくご利用下さい～ 

 

 山口大学の教職員の皆さんの相談は組合が対応していますが、ご家族・知人の方等で、労働組合のない職

場でお困りの方（残業代の未払い・退職金不支給・パワハラ被害等）がおられた場合、労働相談センターが

山口県下５箇所（下関・宇部・山口・周南・岩国）に設置されています。こちらでは、まずは電話での相談

を受け付け、お話を伺った上で必要な援助を行っています。2019年においては、相談のあった未払い賃金問

題・パワハラ問題等３０８件のうち、２００件以上を解決した実績があります。 

 各センターには労働組合役員経験を持つ相談員が配置され、平日はほぼ毎日待機して、相談内容に応じて

必要な場合は直接、会社との交渉を代行する等して問題解決を図っています。 

＊ご本人でない方の知人等からの相談もできます。なお、相談料は無料です。 

＊各相談センターに電話された際、はじめに「山口大学教職員合のニュースを見て知りました」と 

言っていただくと、相談がよりスムースに進むかと思います。 

★全国一斉休校の影響で突然の減収となり困惑されている方からの相談も受付中です！ 

 

 

 

 

 

 

労働相談センター連絡先 

山口労働相談センター：083-932-0472（平 日・9:00～17:00） 

宇部労働相談センター：0836-38-5535（月～木・13:30-17:00）

全労連フリーダイヤル：0120-378-060 ～各県の労働相談センターへつながります 

 


